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答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
名
簿
」
及
び
「
三
十
三
名
の
人
物
」
が
具
体
的
に
何
を
指
す
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
政
府
と

し
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
年
四
月
三
十
日
内
閣
参
質
一
六
九
第
一
一
二
号
）
二
の
�
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と

お
り
、
「
サ
ハ
リ
ン
先
住
民
族
及
び
そ
の
他
の
北
方
民
族
被
抑
圧
者
名
簿
」
及
び
「
ポ
ロ
ナ
イ
ス
ク
地
区
北
方
先
住
少
数
民

族
名
誉
未
回
復
被
抑
圧
被
害
者
名
簿
」
の
内
容
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
「
サ
ハ
リ
ン
（
旧
樺
太
）
少
数
民
族
」
の
方
々
が
、
日
本
国
籍
を
有
す
る
こ
と
等
、
戦
傷
病
者
戦
没
者

遺
族
等
援
護
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
に
規
定
す
る
遺
族
年
金
等
の
支
給
要
件
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、

こ
れ
ら
を
支
給
し
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
と
も
同
法
の
規
定
に
基
づ
き
適
切
に
対
応
し
て
ま
い
り
た
い
。


